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第１０章 医療法人承継税制 

 

１０－２ 出資持分放棄等の類型 

 

Ｑ１０－２ 

医療法人・社団、出資持分の放棄等の類型を教えて下さい。 

 

Ａ１０－２ 
医療法人・社団、出資持分の放棄等の類型は、次の図表のように示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 20年４月１日から医療法人の新設は、財団形態か社団（持分なし）形態にな

っており、出資持分あり法人の新設は認可されませんので持分なし（医療法第 39条適合）

法人が年々増加していくことになります。 


